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厚
生
労
働
省
は
一
○
月
三
○
日
、
平
成
二

五
年
「
高
年
齢
者
の
雇
用
状
況
」
集
計
結
果

を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
希
望
者
全

員
が
六
五
歳
以
上
ま
で
働
け
る
企
業
の
割
合

が
過
去
最
多
の
六
六
・
五
％
に
な
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
、
六
五
歳
ま

で
の
安
定
し
た
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
、
企

業
に
「
定
年
の
廃
止
」「
定
年
の
引
き
上
げ
」

「
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
」
の
い
ず
れ
か
の

措
置
（
以
下
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
）

を
講
じ
る
よ
う
義
務
付
け
、
毎
年
六
月
一
日

の
高
年
齢
者
の
雇
用
状
況
の
報
告
を
求
め
て

い
る
。

　

今
回
調
査
は
、
従
業
員
三
一
人
以
上
の
企

業
約
一
四
万
社
か
ら
の
報
告
を
と
り
ま
と
め

た
も
の
。
四
月
の
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定

法
の
施
行
後
の
初
め
て
の
調
査
と
な
る
。

雇
用
確
保
措
置
は
九
割
以
上
が
実
施

　

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
実
施
済
企
業

の
割
合
は
九
二
・
三
％
と
な
り
、
前
回
調
査

（
九
七
・
三
％
）
よ
り
五
・
○
ポ
イ
ン
ト
低

下
し
た
。
四
月
に
改
正
法
が
施
行
さ
れ
、
前

回
調
査
の
数
値
と
単
純
に
は
比
較
で
き
な
い

が
、
厚
労
省
担
当
者
は
、「
前
回
調
査
で
は
実

施
済
だ
っ
た
企
業
の
う
ち
、
四
月
の
改
正
法

施
行
で
ハ
ー
ド
ル
が
上
が
り
、
六
月
一
日
の

調
査
時
点
ま
で
に
就
業
規
則
の
見
直
し
が
間

に
合
わ
な
か
っ
た
企
業
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
」
と
み
て
い
る
。

　

一
方
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
未
実

施
企
業
の
割
合
は
七
・
七
％
と
な
り
前
回
調

査
（
二
・
七
％
）
よ
り
五
・
○
ポ
イ
ン
ト
増

加
し
た
。
こ
の
未
実
施
企
業
（
一
万
一
○
○

三
社
）
の
八
割
弱
は
、
四
月
の
制
度
改
正
で

廃
止
さ
れ
た
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を
限

定
す
る
基
準
が
残
っ
て
い
る
企
業
（
八
三
九

三
社
）
が
占
め
る
。
今
回
調
査
は
四
月
の
改

正
法
施
行
か
ら
二
カ
月
し
か
経
過
し
て
お
ら

ず
、
見
直
し
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
企
業
が
、

「
実
施
済
企
業
の
減
少
」
と
「
未
実
施
企
業

の
増
加
」
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
模
様
だ
。

継
続
雇
用
制
度
の
導
入
が
八
割

　

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
実
施
済
企
業

の
う
ち
、「
定
年
の
廃
止
」
は
二
・
八
％
（
前

回
調
査
比
○
・
一
ポ
イ
ン
ト
増
）、「
定
年
の

引
き
上
げ
」
は
一
六
・
○
％
（
同
一
・
三
ポ

イ
ン
ト
増
）、「
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
」
は

八
一
・
二
％
（
同
一
・
三
ポ
イ
ン
ト
減
）
と

な
っ
た
。

　

継
続
雇
用
制
度
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
希

望
者
全
員
を
対
象
と
す
る
六
五
歳
以
上
の
継

続
雇
用
制
度
を
導
入
し
て
い
る
企
業
は
、
前

回
調
査
（
四
二
・
八
％
）
よ
り
二
二
・
七
ポ

イ
ン
ト
増
加
の
六
五
・
五
％
。
一
方
、
改
正

法
は
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
に
あ
わ
せ
経
過

措
置
を
設
け
て
お
り
、
二
○
一
六
年
三
月
三

一
日
ま
で
は
六
一
歳
以
上
の
人
に
対
し
て
は

労
使
協
定
で
定
め
た
基
準
を
適
用
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
こ
の
経
過
措
置
適
用
企
業
は
三

四
・
五
％
と
な
り
前
回
調
査
（
五
七
・
二
％
）

よ
り
二
二
・
七
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
た
。

　

さ
ら
に
、
今
回
調
査
か
ら
追
加
さ
れ
た
継

続
雇
用
先
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、「
自
社
の
み

で
あ
る
企
業
」
は
九
三
・
四
％
、「
自
社
以
外

の
継
続
雇
用
先
（
親
会
社
・
子
会
社
・
関
連

会
社
等
）
の
あ
る
企
業
」
は
六
・
六
％
と
な

る
。「
自
社
以
外
」
を
従
業
員
規
模
別
に
み

る
と
、
三
一
～
五
○
人
（
三
・
六
％
）、
五

一
～
三
○
○
人
（
六
・
一
％
）、
三
○
一
人

以
上
（
一
六
・
四
％
）
と
な
り
、
従
業
員
規

模
が
大
き
い
ほ
ど
「
自
社
以
外
」
の
割
合
が

高
く
な
る
。

希
望
者
全
員
が
六
五
歳
以
上
ま
で
働

け
る
企
業
が
六
六
・
五
％
に

　

希
望
者
全
員
が
六
五
歳
以
上
ま
で
働
け
る

企
業
は
前
回
調
査
（
四
八
・
八
％
）
よ
り
一

七
・
七
ポ
イ
ン
ト
増
加
の
六
六
・
五
％
と
な

り
、
過
去
最
高
を
記
録
し
た
。

　

従
業
員
規
模
別
に
み
る
と
、
三
一
～
五
○

人
は
七
四
・
三
％
（
前
回
五
九
・
九
％
）、

五
一
～
三
○
○
人
は
六
四
・
九
％
（
同
四
六
・

九
％
）
と
導
入
が
広
が
り
を
み
せ
て
お
り
、

三
○
一
人
以
上
も
四
八
・
九
％
と
前
回
調
査

（
二
四
・
三
％
）
か
ら
ほ
ぼ
倍
増
し
て
い
る
。

　

希
望
者
全
員
が
六
五
歳
以
上
ま
で
働
け
る

企
業
の
状
況
を
み
る
と
、「
定
年
制
の
廃
止
」

は
二
・
六
％
（
前
回
調
査
二
・
七
％
）、「
六

五
歳
以
上
定
年
」
は
一
四
・
七
％
（
同
一
三
・

五
％
）
と
前
回
調
査
と
比
べ
緩
や
か
な
数
値

の
動
き
に
と
ど
ま
る
も
の
の
、「
希
望
者
全
員

六
五
歳
以
上
の
継
続
雇
用
制
度
」
は
四
九
・

一
％
と
前
回
調
査
（
三
二
・
七
％
）
よ
り
一

六
・
四
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い
る
。

継
続
雇
用
さ
れ
た
定
年
到
達
者
は 

七
六
・
五
％

　

調
査
で
は
、
定
年
到
達
者
の
動
向
に
つ
い

て
も
尋
ね
た
。
対
象
期
間
（
二
○
一
二
年
六

月
一
日
か
ら
二
○
一
三
年
五
月
三
一
日
）
が

四
月
の
制
度
改
正
を
跨
ぎ
、
そ
の
影
響
は
一

部
し
か
反
映
し
て
な
い
こ
と
に
留
意
が
必
要

だ
が
、
六
〇
歳
定
年
企
業
に
お
け
る
定
年
到

達
者
（
三
六
万
六
七
五
五
人
）
の
う
ち
、
継

続
雇
用
さ
れ
た
者
は
二
八
万
四
八
二
人
（
七

六
・
五
％
）
で
そ
の
う
ち
子
会
社
・
関
連
会

社
な
ど
「
自
社
外
」
で
継
続
雇
用
さ
れ
た
の

は
一
万
五
八
二
七
人
。
一
方
、
継
続
雇
用
を

希
望
し
な
い
定
年
退
職
者
は
八
万
一
八
四
二

人
（
二
二
・
三
％
）、
継
続
雇
用
を
希
望
し

た
も
の
の
継
続
雇
用
さ
れ
な
か
っ
た
者
は
四

四
三
一
人
（
一
・
二
％
）
と
な
っ
た
。

　

厚
労
省
は
今
後
、
雇
用
確
保
措
置
の
未
実

施
企
業
（
三
一
人
以
上
規
模
企
業
）
が
一
万

一
○
○
三
社
に
の
ぼ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府

県
労
働
局
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
け
る
個
別

指
導
を
強
力
に
実
施
し
、
未
実
施
企
業
の
早

期
解
消
を
図
る
と
と
も
に
、
生
涯
現
役
社
会

の
実
現
に
向
け「
七
○
歳
ま
で
働
け
る
企
業
」

の
普
及
・
啓
発
に
力
を
注
ぐ
。

（
調
査
・
解
析
部
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

高
齢
者
雇
用

1

希
望
者
全
員
が
六
五
歳
以
上
ま
で
働
け
る
企
業
が
過
去
最
多
―
厚
労
省
調
査


